
調理特化型デイサービス ハーモニーキッチン料金表 

 

１. 基本サービス料金 

【要支援１・２の方】 

介護認定 

介護予防通所サービス費（１月あたり） 

単位数 

※(注 4)参照 

基本利用料 

※（注１）参照 

自己負担１割 

※（注２）参照 

自己負担 2 割 

※（注２）参照 

自己負担 3 割 

※（注２）参照 

事業対象者 

要支援 1 

要支援 2（週 1 回） 

1,798 １８,２３１円 １,８２４円 ３,６４７円 ５,４７０円 

事業対象者 

要支援 2 
3,621 ３６,７１６円 ３,６７２円 ７,３４４円 １１,０１５円 

 

【加算・減算】 

 要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算又は減算されます。 

加算等の種類 

加算・減算額（１月あたり） 

単位数 
基本利用料 

※（注１）参照 

自己負担 1 割 

※（注２）参照 

自己負担 2 割 

※（注２）参照 

自己負担 3 割 

※（注２）参照 

生活機能向上 

グループ活動加算 
100 １,０１４円 １０２円 ２０３円 ３０５円 

科学的介護推進体制

加算 
40 ４０５円 ４１円 ８２円 １２２円 

介護職員等処遇改善

加算（Ⅱ） 

（基本利用料＋各種加算減算) 

の９．０％ 
左記額の１割 左記額の２割 左記額の３割 

(注１)上記の基本利用料及び加算等は、厚生労働大臣が告示で定める金額（事業所の所在地が７級地のため、単

位数に 10.14 を乗じた額）であり、これが改定された場合は、これら基本利用料等も自動的に改定され

ます。なお、その場合は、事前に新しい基本利用料等を書面でお知らせします。 

(注２)介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合は、超えた額の全額をご負担いただくことと

なりますのでご留意ください。 

(注３)上記の利用者負担金は目安の金額であり、円未満の端数処理等により多少の誤差が生じることがあります。 

(注４)感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が生じ、当該月の利用者数の実績が当該月の前年度に

おける月平均の利用者数よりも 100 分の５以上減少している場合には、利用者数が減少した月の翌々月

から３月以内に限り、１回につき所定単位数の 100 分の３に相当する単位数が所定単位数に加算されま

す。ただし、利用者数の減少に対応するための経営改善に時間を要することその他の特別の事情があると

認められる場合には、当該加算の期間が終了した月の翌月から更に３月以内に限り、引き続き１回につき

所定単位数の 100 分の３に相当する単位数が所定単位数に加算されることがあります。 

 

 



 

【要介護１～５の方】 

所要時間 介護認定 

地域密着型通所介護費（１回あたり） 

単位数 

※(注 4)参照 

基本利用料 

※（注１）参照 

自己負担 1 割 

※（注２）参照 

自己負担 2 割 

※（注２）参照 

自己負担 3 割 

※（注２）参照 

３時間以上 

４時間未満 

要介護１ 416 ４,２１８円 ４２２円 ８４４円 １,２６６円 

要介護２ 478 ４,８４６円 ４８５円 ９７０円 １,４５４円 

要介護３ 540 ５,４７５円 ５４８円 １,０９５円 １,６４３円 

要介護４ 600 ６,０８４円 ６０９円 １,２１７円 １,８２６円 

要介護５ 663 ６,７２２円 ６７３円 １,３４５円 ２,０１７円 

 

【加算・減算】 

 要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算又は減算されます。 

加算等の種類 

加算・減算額（１回あたり） 

単位数 
基本利用料 

※（注１）参照 

自己負担 1 割 

※（注２）参照 

自己負担 2 割 

※（注２）参照 

自己負担 3 割 

※（注２）参照 

個別機能訓練加算 

（Ⅰ）イ 
５６ ５６７円 ５７円 １１４円 １７１円 

送迎減算 

(片道につき) 
▲４７ ▲４７６円 ▲４８円 ▲９６円 ▲１４３円 

加算等の種類 加算・減算額（１月あたり） 

個別機能訓練加算 

（Ⅱ） 
２０ ２０２円 ２１円 ４１円 ６１円 

科学的介護推進体制加算 ４０ ４０５円 ４１円 ８１円 １２２円 

介護職員等処遇改善加算

（Ⅱ） 

(基本利用料＋各種加算減算) 

の９．０％ 
左記額の１割 左記額の２割 左記額の３割 

(注１)上記の基本利用料及び加算等は、厚生労働大臣が告示で定める金額（事業所の所在地が７級地のため、

単位数に 10.14 を乗じた額）であり、これが改定された場合は、これら基本利用料等も自動的に改定さ

れます。なお、その場合は、事前に新しい基本利用料等を書面でお知らせします。 

(注２)介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合は、超えた額の全額をご負担いただくこと

となりますのでご留意ください。 

(注３)上記の利用者負担金は目安の金額であり、円未満の端数処理等により多少の誤差が生じることがあります。  

(注４)感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が生じ、当該月の利用者数の実績が当該月の前年度



における月平均の利用者数よりも 100 分の５以上減少している場合には、利用者数が減少した月の翌々

月から３月以内に限り、１回につき所定単位数の 100 分の３に相当する単位数が所定単位数に加算され

ます。ただし、利用者数の減少に対応するための経営改善に時間を要することその他の特別の事情があ

ると認められる場合には、当該加算の期間が終了した月の翌月から更に３月以内に限り、引き続き１回

につき所定単位数の 100 分の３に相当する単位数が所定単位数に加算されることがあります。 

 

 

２．その他の費用 

食 費 食事・おやつ代６８０円 

交通費 
通常の事業の実施地域を越えて行う送迎に係る費用として、通常の事業の実施地域を

越えた地点から、片道５００円/５ｋｍをいただきます。 

その他 

上記以外の日常生活において通常必要となる経費であって、利用者負担が適当と認め

られるもの（利用者の希望によって提供する日常生活上必要な身の回り品など）につ

いて、費用の実費をいただきます。 

 

３．キャンセル料 

利用予定日の前にサービス利用の中止又は変更をすることができます。 

この場合には、利用予定日の前営業日１７時までに事業所に申し出てください。利用日の前営業日１７時まで

に連絡がなく、サービス提供をキャンセルした場合は、以下のとおりキャンセル料をいただきます。ただし、

利用者の体調や容体の急変など、やむを得ない事情がある場合は、キャンセル料はいただきません。 

キャンセルの時期 キャンセル料 

ご利用日の前営業日１７時までに 

ご連絡いただいた場合 
無料 

ご利用日の前営業日１７時までに 

ご連絡がなかった場合 
食費代相当６８０円 

 


